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年 月

45. 4 ・

46. 7 ・ 汲取料金改定（36ℓ　74円）

9 ・

47. 2 ・ ・ 佐野埋立場開設

4 ・ ・ ・ 浄化槽清掃業として許可

・

7 ・

（月1回）

12 ・ 鬼崎埋立場開設

48. 4 ・ 不燃ごみ収集の担当係を新設

8 ・ し尿処理場増設

10 ・ 不燃制ごみの分別開始 （200㎘／日）

・

11 ・ 汲取料金改定（36ℓ　95円）

うち10円市補助

49. 1 ・

2 ・ ・ 米良埋立場開設

・

10 ・

11 ・ 汲取料金改定（36ℓ　130円）

うち45円市補助

・ 作業能率向上のため予備車配置

50. 1 ・ 稙田清掃事務所建設用地取得

5 ・ 福宗清掃工場完成

（150ｔ／24Ｈ×2基）

8 ・

51. 3 ・ 佐野埋立場汚水収集施設完成

4 ・ 大分市総合計画の見直しに着手・ 稙田清掃事務所（仮設）建設 ・ 汲取料金改定（36ℓ　170円）

・ 施設使用料改定 うち40円市補助

7 ・

11 ・

し 尿 関 係ご み 関 係一 般 事 項

ごみ減量対策として「有価ゴミ集
団回収」モデル地区の設定、指
導を始める

昭

和

「大分市し尿処理場」を「大分市
大洲園処理場」に名称変更 道路交通事情悪化に伴い逐次

ダストボックスの引上げ開始

不燃ごみ収集月2回実施のため
モデル地区設定

市内全域で不燃ごみ、月2回定
曜収集を開始

分別収集により不燃ごみ及び粗
大ごみの定日収集を開始

機構改革により清掃一課、清掃
二課を管理課、業務第一課、業
務第二課に変更

「大分市滝尾ごみ焼却場」を「大
分市米良清掃工場」に名称変
更

大分市し尿浄化槽管理業条例
廃止

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律の施行により市条例全面
改正（粗大ごみの有料収集）

市内全域で可燃ごみ週2回定
曜収集を開始

市内全域をごみ収集区域とする

清掃法が改正され廃棄物の処
理及び清掃に関する法律施行

浄化槽管理業とし尿収集業を
分離し専業として許可

福宗清掃工場3ヶ年継続事業と
して着手
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年 月

52. 1 ・ 大分市総合計画策定会議発足 ・

7 ・ 破砕機付ブルドーザ導入 ・ 浄化槽清掃業1業者許可

8 ・ 米良広場開設

10 ・ 新庁舎で業務開始 ・

11 ・

53. 3 ・ 鶴崎ごみ焼却場閉鎖 ・

（200㎘／日）

4 ・ ・ 汲取料金改定（36ℓ　210円）

うち40円市補助

5 ・

6 ・

10 ・ 第2回ゴミ展開催

・

11 ・

54. 3 ・ 稙田清掃事務所完成

10 ・ 第3回ゴミ展開催

55. 4 ・ ・ 汲取料金改定（36ℓ　245円）

うち45円市補助

5 ・

9 ・

・

10 ・ ・ 高度処理施設完成

（500㎘／日）

56. 3 ・

4 ・

6 ・

9 ・

第4回ゴミ展
（万弘寺の市で開催）

し 尿 関 係ご み 関 係一 般 事 項

「おおいたクリーン・グリーン作
戦」開始

「おおいたクリーン・グリーン作
戦」の一環として大分市空きか
ん対策協議会発足

有価ゴミ集団回収5周年記念大
会開催

第1回「みんなでゴミを考え見直
す月間」行事開始

大分市クリーン相談員制度発足

埋立場の持ち込み量規制を始
める

第1回ゴミ展開催収集したゴミの
中から使える物800点を展示

大分市廃棄物処理施設管理規
則制定

し尿処理場54㎘／日を改造し
浄化槽専用処理施設完成

し尿収集業の転向による浄化
槽清掃業許可

米良清掃工場汚水処理施設完
成

鬼崎埋立場の埋立処分地施設
整備完成

清掃ＰＲ映画「よみがえるゴミ」
製作

鬼崎埋立場総合診断報告書完
成

小学校4年生用副読本「大分市
をきれいに」を編集発行

市内全域を対象に「有価ゴミ集
団回収」説明会開催、現地指導
を始める

昭

和

大分市廃棄物の処理及び清掃
に関する条例及び大分市廃棄
物処理施設条例一部改正
（手数料、使用料の改正）
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年 月

56. 12 ・ ・

・

57. 4 ・

（都町・中央町・府内町）

6 ・

7 ・

・

　

58. 3 ・

6 ・ ・ ごみ資料館開設

（西部清掃事務所内）

　

8 ・ 大分東部清掃工場敷地造成、

9

59. 1 ・ 大洲園管理棟完成

3 ・ 大洲園脱水機設備完成

5 ・

6 ・

8 ・

9 ・ 汲取料金改定（36ℓ　285円）

うち45円市補助

60. 6 ・

9 ・

し 尿 関 係ご み 関 係一 般 事 項

中心市街地で可燃ごみ週3回
収集を開始

大分市クリーン推進協議会発足
（空きかん対策協議会を変更）

クリーン作戦の一環として「赤紙
作戦」を開始（大道モデル校区）

昭

和

おおいたクリーン・グリーン大会
開催

佐野埋立処分地浸出液処理施
設建設工事議会可決、着工

市内全域で使用済み乾電池回
収を実施

使用済み乾電池を6モデル校区
で試行回収の開始

大分市東部粗大ごみ処理施設
建設工事議会可決、着工

大分市鬼崎不燃物処理場管理
規則制定

機構改革により清掃部と環境部
が合併し生活環境部となる
業務第1課を清掃業務第1課（2
係制を4係制、庶務係、指導普
及係、業務計画係、車両係）と
中央清掃事務所（庶務係、業務
第1係、業務第2係）に分ける
鶴崎清掃事務所を東部清掃事
務所（庶務係、業務係）と改称
稙田清掃事務所を西部清掃事
務所（庶務係、業務係）と改称
業務第2課を清掃業務第2課と
改称

大分市廃棄物処理施設条例一
部改正

鬼崎埋立場に粗大ごみ処理施
設完成（100ｔ／5Ｈ）

大分市空き缶クリーン作戦「空
き缶回収、資源リサイクル事業」
開始（モデル校桃園小学校）

大分市清掃部業務第1課中央
清掃事務所庁舎完成

本体工事、議会可決、本体工
事着手

これに伴い鬼崎不燃物処理場
と名称変更
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年 月

60. 12 ・

61. 2 ・

3 ・

5 ・ 使用済み乾電池処理委託開始

8 ・

・

9 ・ 東部清掃センター開設

10 ・

12 ・

62. 1 ・ 東部清掃センター竣工式

2 ・

3 ・

・ ゴミ資料展示コーナー開設

（東部清掃センター内）

11 ・ ゴミゼロハイキング開催

（裏川公園）

63. 2 ・ 東部清掃事務所建設用地取得

4 ・ ・ 未収集地区解消事業実施

元. 4 ・ 大分市開発行為指導要綱改訂

5 ・

8 ・ ・ ・

9 ・

11 ・ 汲取料金改定（36ℓ　315円）

うち45円市補助

2. 1 ・

3 ・ 東部清掃事務所庁舎竣工

4 ・

し 尿 関 係ご み 関 係一 般 事 項

平

成

浄化槽汚泥処理施設更新工事
完成

福宗清掃工場空気予熱器改造
工事完成

大分市清掃事務所設置規則一
部改正（各事務所3係制）

(社)全国都市清掃会議九州地
区協議会総会、大分市で開催

大分市ワンルーム形式集合住
宅の建築に関する指導要綱制
定

おおいたクリーン・グリーン大会
開催

東部清掃事務所庁舎新築工事
着工

大分市廃棄物の処理及び清掃
に関する条例施行規則一部改
正

大分市廃棄物の処理及び清掃
に関する条例一部改正

昭

和

東部清掃センター粗大ごみ処
理施設火災復旧工事完了

東部清掃センター延命寺側搬
入路開通

清掃ＰＲ映画「クリーンおおい
た」制作

大分市環境美化に関する条例
制定施行

東部清掃センター下久所側搬
入路開通

佐野埋立処分地浸出液処理施
設完成

有価ゴミ集団回収10周年記念
大会開催

東部清掃センター粗大ごみ処
理施設の選別棟及び可燃物搬
送コンベアー焼失

（米良清掃工場、佐野埋立場廃
止）
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年 月

3. 2 ・

4 ・

8 ・

10 ・ 同法の施行 ・

・

11 ・

4. 3 ・ 大分市中心部美化対策

（都町ごみステーション廃止）

・ ・

4 ・ ・ し尿処理手数料改定

（消費税転嫁）

・

・ ごみ処理手数料改定

（消費税転嫁）

8 ・

9 ・ 空き缶リサイクルカー導入

5. 4 ・ ・ ・

（年額5,000円＋2,000円

×実施月数）

　

　

6 ・

10 ・

6. 1 ・

3 ・

4 ・ ・

6 ・

し 尿 関 係ご み 関 係一 般 事 項

大洲園処理場汚泥脱水設備更
新工事完成

ごみ処理手数料及び施設使用
料の改定

大分市廃棄物の減量及び適正
処理等に関する条例施行規則
の全部改正

全市対象に平成6年度分生ご
み処理容器2,000基貸与開始

大洲園処理場し渣焼却設備更
新工事完成

生ごみ処理容器貸与事業モデ
ル地区設定500基貸与

直営収集業務の一部（滝尾地
区）を許可業者に移管

平

成

ごみ減量・リサイクル推進対策
事業開始

（仮称）大分市新福宗清掃工場
建設工事着工

資源ごみ分別回収のモデル地
区（萩原地区）設定

資源ごみ分別回収モデル地区
（鶴崎小学校区）設定

有価ごみ集団回収15周年記念
大会開催

機構改革により清掃管理課、清
掃施設課、清掃業務課に分け、
中央清掃事務所・東部清掃事
務所・西部清掃事務所を中央
清掃事業所・東部清掃事業所・
西部清掃事業所と改称
清掃業務第2課を北部清掃事
業所と改称し、清掃業務課に組
込む

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律の抜本改正

再生資源の利用の促進に関す
る法律の公布

ごみ減量・リサイクル推進事業
庁内検討委員会発足

ごみ減量・リサイクル推進対策
協議会発足

鬼崎不燃物処理場浸出水調整
池完成

大分市有価ごみ集団回収事業
報償金交付要綱制定

（仮称）大分市新福宗清掃工場
建設委員会発足

大洲園処理場加温及び前処理
設備取替工事完成
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年 月

7. 3 ・

4 ・ ・ し尿処理手数料改定

（36ℓ　360円）

・ うち50円市補助

6 ・ ・

8. 4 ・

（2円／㎏×紙類、布類回収

重量＋2,000円×実施月数）

6 ・ 業者収集区域の一部変更

10 ・

12 ・

9. 4 ・ ・

・

・

・

・

　

・ 福宗清掃工場供用開始

6 ・ ・ 業者収集区域の一部変更

8 ・ 政令、省令の一部改正

10

廃棄物の処理及び清掃に関
する法律の一部改正

保健所政令市への移行及び
中核市の指定。これに伴い、
産業廃棄物対策事業、浄化
槽対策事業を新たに開始。

中心市街地（都町・中央町・府
内町）の可燃ごみ週3回収集を
廃止、週2回収集へ

平

成

容器包装に係る分別収集及
び再商品化の促進等に関す
る法律の本格施行

大分市廃棄物の減量及び適
正処理等に関する条例の一
部改正

資源ごみ分別回収のモデル地
区（萩原・鶴崎）終了

一般廃棄物（事業系ごみ）収
集運搬業許可開始

空き缶クリーン作戦　市内小中
学校全校（75校）参加

平成7年度分生ごみ処理容器
2,000基貸与開始

容器包装に係る分別収集及
び再商品化の促進等に関す
る法律の公布

大分市有価ごみ集団回収事業
報償金交付要綱改正

ボカシ容器も貸与の対象とす
る

一 般 事 項

（事業系ごみの市による有料
収集の廃止）

大分市ごみ減量リサイクル推
進記念大会開催

し 尿 関 係ご み 関 係

事業系ごみの市直営による有
料収集廃止

推奨袋（透明または半透明）制
度導入

第1次実施地区（約1割の世帯
を指定）を対象に、資源物（缶・
びん・ペットボトル）の分別収集
を開始
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年 月

10. 1 ・

・

4 ・ ・

（3円／㎏×紙類、布類回収

重量＋2,000円×実施月数）

6 ・ 業務収集区域の一部変更

12 ・

　

11. 3 ・

・

　

4 ・

（5円／㎏×紙類、布類回収

重量＋2,000円×実施月数）

12. 2 ・

5 ・

6 ・ ・

・

・ 浄化槽法の一部改正

・

・

・

9 ・

10 ・

12 ・ 浄化槽法施行細則一部改正

し 尿 関 係ご み 関 係

新大洲園処理場改造事業着工

一 般 事 項

平

成 食品循環資源の再生利用等の
促進に関する法律公布

大分市放置自動車の発生の防
止及び適正な処理に関する条
例制定

（仮称）佐野清掃工場の建設着
工

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律の一部改正

大分市が設置する一般廃棄物
処理施設に係る生活環境影響
調査結果の縦覧等の手続きに
関する条例制定

大分市清掃事業審議会条例制
定

大分市が設置する一般廃棄物
処理施設に係る生活環境影響
調査結果の縦覧等の手続きに
関する条例施行規則制定

大分市有価物集団回収事業報
償金交付要綱改正

建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律公布

循環型社会形成推進基本法施
行

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律の一部改正

再生資源の利用の促進に関す
る法律の一部改正により「資源
の有効な利用の促進に関する
法律」と名称変更

全市域で資源物（缶・びん・ペッ
トボトル）の分別収集を開始

犬、猫等の死体収集運搬業務
民間委託

大分市廃棄物の減量及び適正
処理等に関する条例施行規則
の一部改正（許可更新期間の
改正）

大分市有価物集団回収事業報
償金交付要綱改正

西部清掃事業所建替工事完成
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年 月

13. 1 ・ ・

2 ・

3 ・ エコショップ認定事業開始

4 ・ ・

・ ・

・

・

　

・

・ 空き缶クリーン作戦

5 ・

6 ・

・

・ 浄化槽法の一部改正

10 ・

12 ・

14. 2 ・

4 ・ ・ 新大洲園処理場使用開始

（5円／㎏×紙類、布類回収

重量＋3,000円×実施月数）

5 ・

・

・ 浄化槽法の一部改正

し 尿 関 係ご み 関 係

大分市有価物集団回収事業報
償金交付要綱改正

下郡小学校新設により参加校
76校へ

電動式生ごみ処理機購入補助
事業を開始

一 般 事 項

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律の一部改正

平

成

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律の一部改正

九州各県政令市廃棄物主管課
長会議、大分市で開催

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律の一部改正

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律の一部改正

事業系パソコン、二次電池が指
定再資源化製品となる

食品循環資源の再生利用等の
促進に関する法律（食品リサイ
クル法）施行

国等による循環物品等の調達
の推進等に関する法律施行

特定製品に係るフロン類の回収
及び破壊の実施の確保等に関
する法律公布

建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律（建設リサイ
クル法）完全施行

緊急雇用対策の一環として、浄
化槽の現況調査実施

緊急雇用対策の一環として、不
法投棄廃棄物の撤去を実施

特定家庭用機器再商品化法
（家電リサイクル法）施行

大分市一般廃棄物処理業者等
選考委員会を廃止

大分市廃棄物の減量及び適正
処理等に関する条例施行規則
の一部改正

「新聞類」「その他紙類」「布類」
の分別回収を始める

家電リサイクル法施行に伴い、
一般廃棄物（特定家庭用機器
廃棄物）の収集運搬を許可制に
する
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年 月

14. 7 ・

・ 浄化槽法の一部改正

9 ・

10 ・

15. 1 ・

（古紙回収量1kgにつき2円）

4 ・ ・ 佐野清掃センター供用開始

・

・ 分別の一部変更

・

10 ・

12 ・ 浄化槽法の一部改正

・

・

16. 4 ・ ・

・ ・

・ ・

・ ・ ごみ処理料金の改定

17. 1 ・ ・

・

3 ・

17. 4 ・

8 ・

野津原町、佐賀関町と市町村合
併

市町合併に伴い、大分郡環境衛
生組合に加入

使用済自動車の再資源化等に関
する法律（自動車リサイクル法）完
全施行

大分市放置自動車の発生の防止
及び適正な処理に関する条例施
行規則の一部改正

大分市廃棄物処理施設条例の一
部改正

リサイクル可能な紙類の清掃工場
への持込を禁止

廃棄物の処理及び清掃に関する
法律の一部改正

大分市電動式生ごみ処理機購入
補助金交付要綱の一部改正

大分市環境美化に関する条例施
行規則の一部改正

大分市生ごみ処理容器貸与要綱
の一部改正

大分市廃棄物処理施設条例の一
部改正

（剪定枝・落葉・草・リサイクルでき
ない衣類等を可燃ごみへ）

㈳全国都市清掃会議秋季評議員
会大分市にて開催

特定家庭用機器再商品化法の一
部改正

大分市廃棄物の減量及び適正処
理等に関する条例施行規則の一
部改正

㈳全国都市清掃会議九州地区協
議会総会大分市にて開催

きれいにしょうえおおいた推進事
業実施要綱制定

平

成

使用済自動車の再資源化等に関
する法律（自動車リサイクル法）公
布

不法投棄監視カメラを市内5箇所
に設置

特定製品に係るフロン類の回収
及び破壊の実施の確保等に関す
る法律施行

大分市廃棄物処理施設条例の一
部改正 臼杵市、竹田直入広域連合(現竹

田市)、佐賀関町の可燃ごみ受け
入れ開始

一 般 事 項 ご み 関 係 し 尿 関 係

商店街古紙リサイクル支援事業を
モデル事業として開始
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年 月

17. 9 ・

10 ・ リサイクルネットOITA稼動

・

18. 4 ・

・ ごみ減量預金制度スタート

・

・

7 ・

8 ・

19. 1 ・

4 ・

・ ごみ新分別（12分別）開始

・

・

20. 3 ・ 4R推進プロジェクト開始（環境
基本計画改定）

4 ・ ・ 関崎清浄園し尿処理施設廃止

・

・ 資源プラの回収を週1回に変更

21. 4 ・ リサイクルネットOITA廃止 ・

（不用品情報交換システム）

8 ・

（3円／㎏×紙類、布類回収

重量＋3,000円×実施月数）

9 ・

平

成

「大分市ポイ捨て等の防止に関
する条例」違反者に対する過料
徴収実施

福宗環境センターリサイクルプ
ラザ稼動
啓発施設大分エコライフプラザ
オープン

プラスチック製容器包装（資源
プラ）缶・びん・ペットボトルの委
託収集を開始

大洲園処理場へ旧佐賀関町の
し尿・浄化槽汚泥搬入開始

大分市有価物集団回収事業報
償金交付要綱改正

大分郡環境衛生組合廃棄物の
処理及びに清掃に関する条例
改正（「由布大分環境衛生組
合」に改める）

「古紙・布類」の収集運搬業務
を民間に委託

大分市生ごみ処理機購入補助
金交付要綱の一部改正

「大分市ポイ捨て等の防止に関
する条例」施行

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律の一部改正

大分市生ごみ処理容器貸与要
綱の一部改正

し 尿 関 係ご み 関 係一 般 事 項

あわせ産業廃棄物の清掃工場・
埋立場への持込を禁止（ただ
し、脱水汚泥は除く）

大分市廃棄物の減量及び適正
処理等に関する条例施行規則
の一部改正
（一般廃棄物処理業許可手数
料の改正）

段ボールコンポスト普及啓発事
業開始

ごみ収集車両に環境に配慮し
たハイブリッド車（3台）を導入

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律の一部改正

生ごみのコミュニティ回収事業
開始
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年 月

22. 4 ・

5 ・

9 ・ 廃食用油回収調査事業

23. 3 ・

4 ・

6 ・

・

・ 廃食用油回収事業開始

（10円／㎏×廃食用油回収

重量＋3,000円×実施月数）

24. 3 ・

6 ・

7 ・

12 ・

平

成

大分市廃棄物の減量及び適正
処理等に関する条例及び同施
行規則の一部改正
（資源物の持ち去り行為の禁止
を追加）

資源物の持ち去り行為の禁止
命令違反者に対する罰則規定
の適用開始

大分市が設置する一般廃棄物
処理施設の技術管理者の資格
に関する条例制定

大分市廃棄物の減量及び適正
処理等に関する条例施行規則
の一部改正
（資源物の持ち去り行為の違反
者に対する調査及び家庭廃棄
物の一時的集積場所の閲覧等
を追加）

荷揚町校区ほかの特定地域に
おいて、ごみ収集業務委託を開
始

廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律の一部改正

し 尿 関 係ご み 関 係一 般 事 項

大分市段ボールコンポストセット
支給要綱の一部改正
（再申請可）

大分市生ごみ処理機器購入補
助金交付要綱、 大分市生ごみ
処理容器貸与要綱の一部改正

補助金の額の改正（電動式
22,000円、非電動式11,000円）

「空き缶クリーン作戦」促進事業
終了

大分市有価物集団回収事業報
償金交付要綱の一部改正
（対象品目追加：廃食用油）
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年 月

24. 12 ・

25. 4 ・ ・

6 ・ 使用済小型家電回収ボックスを
拠点13か所に設置

7 ・

12 ・

.

26. 3 ・

・

4 ・

・

・

・

・

・

・

5 ・

7 ・

・ 可燃物、不燃物の委託収集の拡
大(合わせて旧市内約2/3地域）

平

成

一 般 事 項 ご み 関 係 し 尿 関 係

大分市有価物集団回収事業報
償金交付要綱の一部改正(1kgあ
たり5円に変更)

大分市ごみ拾いパートナー登録
制度実施要綱の設置

大分市一般廃棄物処理手数料
（指定収集袋）減免に関する取
扱要綱の設置

大分市クリーン推進員校区連絡
会議運営費補助金交付要綱の
制定

大分市指定収集袋取扱所指定
要綱の設置

大分市一般廃棄物処理手数料
（指定収集袋）減免に関する取
扱要領の設置

大分市廃棄物処理施設条例改
正（使用料の改定）

大分市廃棄物の減量及び適正
処理等に関する条例施行規則
の一部改正
（家庭ごみ有料化制度に伴う減
免の追加）大分市廃棄物処理施設整備基
金条例の制定

大分市ごみステーション設置等
補助金交付要綱の制定

大分市生ごみ処理容器貸与要
綱一部改正(付属物品の支給の
追加）

大分市生ごみ処理機器購入補
助金交付要綱一部改正(上限 電
動式30,000円非電動式15,000)

大分市廃棄物の減量及び適正
処理等に関する条例及び同施
行規則の一部改正
（資源物の持ち去り行為の禁止
に係る一時的集積場所の規定
の追加）

大分市産業廃棄物対策室設置
規則の廃止

可燃物・不燃物の委託収集を開
始（旧市内約1/3地域）

「ポイ捨て防止等強化区域」の
拡大（大分駅南口駅前広場及
び大分いこいの道の一部）

大分市廃棄物の減量及び適正
処理等に関する条例の一部改
正（家庭ごみ有料化制度に伴う
手数料等の改正）
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年 月

26 9 ・

11 ・ 家庭ごみ有料化制度の開始

27 4 ・

・

9 ・

・

28 3 ・

4 ・ 熊本地震発生 ・

・ 阿蘇市へ収集車両貸与

・ 由布市から災害ごみの受入れ

・

7 ・

8 ・ 阿蘇市から災害ごみの受入れ

11 ・

・

熊本県（宇土市、益城町など7
市町村）から災害ごみの受入
れ

一 般 事 項 し 尿 関 係ご み 関 係

大分市一般廃棄物処理手数
料（指定収集袋）減免に関する
取扱要綱の一部改正（乳幼児
分割交付）

大分市ごみステーション設置
等補助金交付要綱の一部改
正（補助率、補助限度額の拡
大）

大分市ポイ捨て等の防止に関す
る条例の強化区域に関する覚書
締結

大分市ポイ捨て等の防止に関す
る条例施行規則等の一部改正
（通知書の変更）

熊本市へ災害ごみの収集支援
者（車）派遣

大分市ごみステーション設置
等補助金交付要綱の一部改
正
（災害時の設置・改修）

大分市ごみステーション設置
等補助金交付要綱の改正（申
請可能件数の拡大）

大分市クリーン推進員校区連
絡会議運営費補助金交付要
綱の一部改正（補助限度額の
拡大）

大分市一般廃棄物処理手数
料（指定収集袋）減免に関する
取扱要領の一部改正（窓口申
請時期の拡大）

熊本県阿蘇地域から生活ごみ
の受入れ

平

成
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年 月

29 1 .

3 ・

4 ・ ・

・ きれいにしょうえおおいた推進事
業実施要綱の全部改正（ボラン
ティア３事業の統合）

・ 「きれいにしょうえ大分推進事
業」における物品の貸与及び
支給に関する要領の一部改正
(袋の種類を追加)

9 ・ 台風18号による被害 ・

・

11 ・

30 4 ・ ・

・

・

・

・ 大分市ごみ拾いパートナー登
録制度実施要綱の一部改正
（袋の種類を追加）

7 ・

31 3 ・

31 4 ・

東西事業所を中心に災害廃棄
物の個別収集を行う

一 般 事 項 し 尿 関 係ご み 関 係

大分市一般廃棄物手数料（指
定収集袋）減免に関する取扱
要綱の一部改正（袋のサイズ
変更可能）
大分市生ごみ処理機器購入補
助金交付要綱の一部改正（購
入後での受付可能）

大分市清掃事業所設置規則の一
部改正（大分市中央清掃事業所
を廃止）

大分市有価物集団回収事業
報償金交付要綱の一部改正
（回収品目に缶類を追加）

「きれいにしょうえ大分推進事
業」における物品の貸与及び
支給に関する要領の一部改正
(袋の種類を追加)

大分市一般廃棄物処理手数
料(指定収集袋)減免に関する
取扱要綱の一部改正(対象者
の拡充)

津久見市の生活ごみを収集支
援者（車）派遣及び施設への
受入れ

家庭ごみ有料化制度の見直し
について検討した結果、制度
の継続を決定

平

成

機構改革により、清掃管理課、産
業廃棄物対策課をごみ減量推進
課、廃棄物対策課に改称し、事
務分掌も改める。

新環境センター整備のための
「一般廃棄物処理施設整備基
本計画」を策定

大分市生ごみ処理機器購入補
助金交付要綱の一部改正（補
助金の対象にディスポーザの
設置を追加）

大分市有価物集団回収用具
の貸与に関する実施要領の廃
止（リヤカーの新規貸与終了）

大分市ごみステーション設置
等補助金交付要綱の一部改
正(補助の拡充)

愛媛県大洲市へ災害ごみの収
集支援者(車)派遣
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年 月

01 7 ・

02 3 ・ 大分市一般廃棄物処理基本計
画改定

4 ・ 大分市廃棄物の減量及び適正
処理等に関する条例の一部改
正（一時的多量廃棄物処理手
数料の改定）

7 ・ 令和２年７月豪雨による被害 大分市廃棄物処理施設条例の
一部改正（施設使用料の改定）

11 ・ 家庭ごみ有料化制度の見直し
について検討した結果、制度の
続行を決定

03 3 ・ 由布大分環境衛生組合解散

4 ・ ・ ・

・

・

・ 大分市食品ロス削減推進計画
策定委員会設置要綱及び大分
市食品ロス削減推進計画庁内
推進委員会設置要綱の設定

12 ・

04 3 ・ 大分市食品ロス削減推進計画
の策定

・ 新環境センター整備事業実施
方針及び要求水準書(案)の公
表

4 ・

・ 大分市食品ロス削減推進計画
庁内推進委員会設置要綱の一
部改正（推進委員の追加）

10 ・ 新環境センター整備事業の入
札公告

05 2 ・ きれいにしょうえおおいた推進
事業実施要綱の一部改正（専
用袋の排出方法の追加、様式
の変更）

3 ・ 新環境センター整備事業の事
業者決定

・ きれいにしょうえおおいた推進
事業における物品の貸代及び
支給に関する要領の一部改正
（貸代・支給物品の上限を設
定）

5 ・

7 ・ 新環境センター整備事業の事
業契約締結

11 ・ 家庭ごみ有料化制度の見直し
について検討した結果、制度の
続行を決定

高齢者等世帯に対するごみ出
し支援事業の開始

使用済小型充電式電池等回収
ボックスを拠点14か所に設置

令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
 
 

和

高齢者等世帯に対するごみ出
し支援事業実施要綱の制定

大分市廃棄物の減量及び適正処
理等に関する条例施行規則の一
部改正
(成年被後見人等に関する法律の
施行に伴う変更)

津久見市の可燃ごみ受入れ開
始

大分市生ごみ処理機器購入等
補助金交付要綱の一部改正
(補助率を３分の２に変更)

一 般 事 項 し 尿 関 係ご み 関 係

佐野清掃センター大規模改修
事業の開始

大分市有価物集団回収事業報
償金交付要綱の一部改正(報
償金対象品目にびん類を追加)

大洲園処理場へ野津原地区のし
尿・浄化槽汚泥搬入開始
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年 月

06 1 ・ 新環境センター造成工事開始

4 ・ 大分市有価物集団回収事業
報償金交付要綱の一部改正
(回収品目の報償金額の変更)

5 ・ 株式会社ジモティーとリユース
に関する協定を締結

7 ・ 新環境センター建築工事開始

9 ・ 「製品プラスチック再商品化
実証事業」を実施

一 般 事 項 ご み 関 係 し 尿 関 係

令

和
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